
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

169.1ｈａ

85.2ｈａ

（備考）

1,518.6ｈａ

997.8ｈａ

247.6ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 254.3ｈａ

直近の更新年月日

令和３年１２月２０日令和３年２月１９日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

神岡地区（金葛、蒲、福島、宮田、上
高野、大浦、神宮寺、八石、戸月、宇
船、北楢岡、高花、高屋敷）

市町村名

大仙市

・担い手の確保・育成
・分散錯圃の解消
・耕作放棄地の解消

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。
注４：プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　高屋敷圃場整備区域については、中心経営体である３法人が担っていく。

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

　宮田・福島地域を除く神岡地区については、地区全域の中心経営体である認定農業者、認定新規就農者
８２経営体が担うほか、近隣地域の入作を希望する法人、認定農業者を受け入れることにより対応してい
く。

　宮田・福島地域については、中心経営体である３法人をはじめ認定農業者１経営体が担っていく。

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。



（参考）　中心経営体
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属性

9.0

農業者
（氏名・名称）

経営作目 経営面積

認農 水稲

認農 水稲

認農

現状

非公表

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積
農業を営む範
囲

水稲・畜産 神岡地区、宮田・福島

水稲 神岡地区

水稲

6.4

神岡地区

10.9

6.0

10.9

9.0

水稲 神岡地区

水稲・そば 水稲・そば 神岡地区

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

14.4

9.3

18.0

12.5

水稲 神岡地区

認農 水稲・野菜 水稲・野菜 神岡地区

11.8

8.3

15.0

8.8

認農 水稲 水稲 神岡地区

14.3

17.3

18.0

20.0

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

5.5

11.1

8.0

15.0

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

認農法 水稲・野菜 水稲・野菜 神岡地区

5.2

24.9

6.0

40.0

認農 水稲・牧草 水稲・牧草 神岡地区

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

15.0

12.5

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

認農 水稲・大豆 水稲・大豆 神岡地区

0.0

認農 水稲・果樹 果樹 神岡地区

6.5

0.0

認農 水稲・野菜 水稲・野菜 神岡地区

認農法 水稲・大豆 水稲・大豆 神岡地区全域・高屋敷ほ場整備区域

7.0

79.0

認農 水稲・牧草 水稲・牧草 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

7.6

8.0

認農 水稲・牧草 水稲・牧草 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲・畜産 34.8

認農 水稲 12.2

認農 水稲 10.4

25.0

神岡地区

35.0

14.0

12.0

10.0

4.44.0

果樹 果樹 神岡地区

認農法 水稲・野菜 水稲・野菜 神岡地区、宮田・福島11.5

0.5

15.0

0.5

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲・野菜 水稲・野菜 神岡地区

9.0

6.9

認農 水稲 水稲 神岡地区

野菜 水稲・野菜 神岡地区

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

0.3

3.4

5.0

10.0

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農法 果樹 果樹 神岡地区

16.3

7.6

20.0

9.0

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 畜産・牧草 畜産・牧草 神岡地区

13.7

8.4

16.0

10.0

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲 水稲

40.0水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

8.4

13.1

9.0

14.0

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

2.8

認農法 水稲 水稲 神岡地区

15.3

14.3

20.0

15.0

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

12.6

3.9

15.0

5.0

神岡地区

認農法 水稲 水稲 神岡地区、宮田・福島

認農 水稲・野菜 水稲・野菜 神岡地区

91.9

4.8

22.0

110.0

8.9

31.0

認農 水稲・野菜 水稲・野菜 神岡地区

認農 水稲・畜産 水稲・畜産 神岡地区

13.9

4.1

17.0

6.0

水稲・果樹 水稲・果樹 神岡地区認農

9.7

9.6

0.0

4.5

6.8

4.8

5.4

0.0

2.3

75.5

8.2

21.8

6.6

4.4

7.7

認農法 34.0

5.0

認農 水稲 水稲
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水稲 3.8 水稲 4.5 神岡地区

非公表

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

認農法

認農法

集

認農

認農

78

認農

認農

認農

6.3

0.8

1.1

5.8

9.2

0.6

1.8

水稲

水稲、野菜

水稲、花き

水稲

水稲、花き

畜産・牧草

水稲、花き

認農

認就

認就

水稲、花き

41.4

8.7

8.0

11.0

0.6

2.7

43.2

神岡地区6.0

1.0

2.0水稲、花き

水稲、野菜

水稲

神岡地区

神岡地区

神岡地区

神岡地区

水稲、飼料 水稲、飼料12.9

1026.3840.4

水稲 2.2

12.0

神岡地区

神岡地区

神岡地区

神岡地区
高屋敷圃場整備区域

高屋敷圃場整備区域

水稲

水稲

水稲 9.0水稲

水稲

水稲、花き

畜産・牧草

4.9

3.5

9.0

5.0

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農法 水稲 水稲 神岡地区

1.4

2.0

2.0

3.0

認農 水稲・牧草 水稲・牧草 神岡地区

認農法 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

9.1

15.8

11.0

12.0

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲・牧草 水稲・牧草 神岡地区

水稲 水稲 神岡地区

5.7

4.3

6.0

6.0

果樹 果樹 神岡地区

認農 水稲・真菰 水稲・真菰 神岡地区

4.1

5.1

5.0

6.0

認農 水稲 水稲 神岡地区

認農 水稲 水稲 神岡地区

1.5

7.9

2.0

8.3

認農 水稲 水稲 神岡地区

0.6

3.7

0.2

7.0

水稲・野菜 水稲・野菜 神岡地区

認農

水稲、畜産 9.0 神岡地区

神岡地区認農 水稲、牧草 2.7

認農 水稲、畜産 7.9



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

神宮寺字長山　５７ 1,229
神宮寺字長山　６１ 1,974

神宮寺字長山　５２ 2,048
神宮寺字長山　５３－１ 2,041

神宮寺字下金葛　３４４ 869
神宮寺字金葛　６５－１ 2,184
神宮寺字金葛　８０ 1,494

神宮寺字大巻　１８４－１．２．１８５ 6,090
神宮寺字下金葛　３４３ 1,507

神宮寺字大巻　１２３ 3,060
神宮寺字大巻　１３０－２ 1,595
神宮寺字大巻　１３１ 2,060

神宮寺字豊後野下段　３－１ 816
神宮寺字大巻　７０．７１．７２－１ 545

神宮寺字上蒲　２４－１ 1,761
神宮寺字上蒲　２６－２ 981
神宮寺字上蒲　２８－２ 1,500

304
神宮寺字坂本　６４－１ 805
神宮寺字上蒲　１９ 2,048

神宮寺字坂本　４７ 185
神宮寺字坂本　４８－１ 168
神宮寺字坂本　４９－１ 619

神宮寺字明徳　５５ 734
神宮寺字坂本　４６ 330

神宮寺字笹倉　２１１ 1,791
神宮寺字豊後野下段　９６ 882
神宮寺字豊後野下段　９９－１ 1,021

認定農業者の後継者の就農と女性農業者の育成、定年退職者の就農を推進する中で地域農業の活性化を図
る。

　中間管理機構の活用について、現在圃場整備が進んでいる宮田･福島地域については既存の法人と新たに
設立予定の法人を中心とし、中心経営体である認定農業者に機構を通して貸付を進めていく。
　神岡地域全体においても、農地中間管理機構の制度を有効活用し分散錯圃を解消し、利便性の向上と農
業経営の効率化、安定化を目指し中心経営体への貸付を進めていく。

　人手不足への対応策として、水路の浚渫等については、離農農家も含め出役し、地域内農業用施設の管
理を行う。また、規模縮小農家に対しても、一部草刈りや水管理等の作業を依頼する。

　機械・施設の取得が個別の経営体では難しい場合にその所有者との間で共同利用を行うなど、お互いの
強みを生かした連携の仕組みを神岡地区全体で考えていく。

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）

神宮寺字明徳　５４ 985

神宮寺字坂本　５０

神宮寺字上蒲　２９－１ 405

神宮寺字大巻　１３３－２ 665

神宮寺字長山　３４ 1,975



33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

神宮寺字下川原上台　１１６ 2,460
神宮寺字本郷道南　８４ 1,000

神宮寺字豊後野　１６０ 1,960
神宮寺字豊後野　２０ 2,048

神宮寺字２仮　宮福　６５－３ 280
神宮寺字下川原上台　１１５ 2,854

神宮寺字豊後野　１６１ 2,010
神宮寺字豊後野　１６２ 2,010
神宮寺字豊後野　１６３ 2,010

神宮寺字下川原　１３０ 1,639

神宮寺字本郷道南　２４ 1,041
神宮寺字本郷道南　２７ 456
神宮寺字本郷道南　２７－１ 72

神宮寺字豊後野　１９１－１ 283

神宮寺字本郷下　１３７－２ 1,108

神宮寺字本郷下　１３５－１５ 1,568
神宮寺字本郷下　１３５－１９ 494
神宮寺字本郷下　１３５－２０ 2,253

神宮寺字２仮　宮福　５０－５ 2,097

神宮寺字坂本　７７－１－Ｂ 100
神宮寺字２仮　宮福　５０－１ 2,367

神宮寺字中嶋新開　１４９ 3,344
神宮寺字下川原中開　４－３ 4,579
神宮寺字下川原中開　９－１ 3,152

神宮寺字釜ケ渕　９６ 3,280

神宮寺字大巻　５４ 181
神宮寺字大巻　５５ 170
神宮寺字２仮　宮福　７１－１ 2,584

神宮寺字中嶋新開　１３７ 975
神宮寺字大坪　２６．２７．２８ 2,680
神宮寺字大巻　８４．８５－１ 310

神宮寺字中嶋新開　１３４ 1,020
神宮寺字中嶋新開　１３５ 775
神宮寺字中嶋新開　１３６ 692

神宮寺字中嶋新開　１３１ 1,460
神宮寺字中嶋新開　１３２ 580
神宮寺字中嶋新開　１３３ 1,360

神宮寺字中嶋新開　１２７ 3,210
神宮寺字大坪　３６０ 4,050
神宮寺字大坪　３６１ 6,150

神宮寺字大坪　５６ 1,021
神宮寺字大坪　５７ 991
神宮寺字大坪　２１６．２１７．２１８ 2,901

神宮寺字大坪　７．７７ 2,820
神宮寺字大坪　５０ 981
神宮寺字大坪　５３－１ 503

神宮寺字大浦沼向　２５２ 4,210
神宮寺字大浦沼向　２５３ 910
神宮寺字大浦沼向　２５４ 4,920

2,051
神宮寺字２仮　宮福　６１－２ 1,391
神宮寺字２仮　宮福　６１－３ 917

神宮寺字大浦沼向　２５１ 10,100

神宮寺字２仮　宮福　６６－２ 308

神宮寺字長山　６５ 2,048
神宮寺字長山　６６ 2,048

神宮寺字長山　６２ 1,975
神宮寺字長山　６４－１ 2,147

神宮寺字下金葛　６８



91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

北楢岡字下船戸　１００ 997
北楢岡字下船戸　１０１ 200
北楢岡字下船戸　１０４ 388

北楢岡字北楢岡　２８３－２．２８４ 83
北楢岡字下船戸　３７ 4,797
北楢岡字船戸　５７４ 3,406
北楢岡字下船戸　１０ 8,121
北楢岡字下船戸　９６ 1,242

北楢岡字沖田　３８５－１ 1,357
北楢岡字沖田　３８６－１ 289
北楢岡字沼の上　２０－３ 1,918
北楢岡字北楢岡　２２４－３ 254
北楢岡字北楢岡　２４９－１ 98

神宮寺字大坪　１３４－１ 581
神宮寺字大坪　１３６ 1,014
神宮寺字大坪　１３９ 1,014
神宮寺字大坪　１４０ 1,014
北楢岡字佐戸向　３７７ 1,417

神宮寺字大坪　１３７ 1,014
神宮寺字大坪　１３８ 1,014
神宮寺字大坪　１３３－１．１３５－１ 1,180

神宮寺字大坪　１２３－１ 200
神宮寺字大坪　１２４－２ 591
神宮寺字大坪　１３２－１ 279

神宮寺字外谷地　２４３．２４４ 6,680
神宮寺字大坪　１２１－３ 339
神宮寺字大坪　１２２－１ 526

北楢岡字方尺坊　４５ 1,021
神宮寺字外谷地　２４１ 3,532
神宮寺字外谷地　２４２ 10,229

北楢岡字出野　２５０ 2,040
北楢岡字沖田　４５２ 1,913
北楢岡字方尺坊　４４ 1,021

神宮寺字２仮　宮福　７０－２ 174
神宮寺字２仮　宮福　６４－５ 467
北楢岡字出野　２４９ 10,377

神宮寺字２仮　宮福　６４－２ 1,450
神宮寺字２仮　宮福　６４－４ 88
神宮寺字２仮　宮福　６３－２ 978

神宮寺字西田　１０４ 1,340
神宮寺字西田　１０５ 870
神宮寺字西田　１０５－１ 340

神宮寺字２仮　宮福　７０－１ 5,766
神宮寺字宮田　１２０ 296
神宮寺字西田　１０３ 880

神宮寺字坂本　１２５－１ 870
神宮寺字坂本　１５５－１ 920
神宮寺字２仮　宮福　７０－４ 3,574

神宮寺字本郷道南　１１１－１ 580
神宮寺字下川原前開　４０．４１－１ 1,719
神宮寺字大坪街道下　８－２．１０－３ 729

神宮寺字本郷道南　１０６ 314
神宮寺字本郷道南　１０９ 314
神宮寺字本郷道南　１１０ 314

神宮寺字本郷道南　８９ 400
神宮寺字本郷道南　９０ 950
神宮寺字本郷道南　１０５ 224

神宮寺字本郷道南　８５ 1,021



149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
209

59

北岡字方尺坊36-1
北岡字方尺坊37-1
北岡字方尺坊38-1
北岡字方尺坊62
北岡字方尺坊63
北岡字方尺坊64
北岡字方尺坊65
北岡字方尺坊66

1,021
1,021
1,021
968
966
967
946
970

1,229
1,050
460

2,176
1,963
1,362
4,911
114
441
713
958

1,018
730

1,018
981
142

北岡字沖田233
北岡字沖田234
北岡字沖田235
北岡字沖田265-1
北岡字沖田266-1
北岡字沖田267-1
北岡字沖田268-1
北岡字沖田269-1

北岡字狐堂下出川原97
北岡字狐堂下出川原98
北岡字狐堂下出川原106

北岡字小路袋252
北岡字小路袋253-1
北岡字小路袋256
北岡字小路袋257
北岡字方尺坊34-1
北岡字方尺坊35-1

北楢岡字西船戸　２６０ 3,106

北楢岡字下船戸　１１２ 5,537
北楢岡字下船戸　１２２－１ 412
北楢岡字中野　４８２ 2,094
北楢岡字中野　４８３ 3,980

北楢岡字下船戸　１０９－１ 2,000
北楢岡字下船戸　１１１－１ 3,042

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

304,063 25,897 2,411

2,048
2,048
2,522
493

3,060
3,060
3,060
3,071
634

2,048
576

1,500
3,062
2,000
2,048
1,466

計

神宮寺字長山16
神宮寺字長山17

神宮寺字上蒲141-1
神宮寺字上蒲141-2
神宮寺字上蒲143
神宮寺字上蒲144
神宮寺字上蒲145
神宮寺字上蒲148
神宮寺字上蒲149-1
神宮寺字上蒲175
神宮寺字上蒲176-1
神宮寺字館ノ東83
神宮寺字中川原88
神宮寺字萩原81
神宮寺字萩原82
神宮寺字萩原98



（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれることから、本
人の同意を得る等個人情報保護条例等に抵触しないよう留意してください。
　なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人が識別されないよう留意してください。


